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地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日本獣医師会 

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」の 
一部改正について 

 

このことについて、平成 26 年 6 月 11 日付け 26 消安第 1033 号をも

って、農林水産省消費・安全局長から別添のとおり通知がありました。

貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、①「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省

令の一部を改正する省令」（平成 26 年農林水産省令第 36 号）が同年 6

月 11 日付けで公布され同日より適用されたこと、②この改正により、

ペンディメタリンの残留基準値が変更されたこと、の 2 点について、都

道府県知事に通知した旨、了知の上、本会会員に周知徹底の協力を依頼

されたものです。 

 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 笹川 

TEL  03－3475－1601 
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